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（仮称）高砂市こども計画策定に係るアンケート調査について 
 

「（仮称）高砂市こども計画」とは 

現行計画である「高砂市子ども・子育て・若者支援プラン」は、子ども・子育て支援法第 61条第

１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第 12 条

の規定に基づく「母子家庭及び寡婦自立促進計画」、「子ども・若者育成支援推進法」第９条第２項

に基づく「市町村子ども・若者計画」を一体化した計画となります。 

現行計画の終期（令和６年度末）に合わせ、国のこども大綱やこども基本法を勘案し、新たに少

子化対策の内容を含めた新計画「（仮称）高砂市こども計画」を策定します。 

 

アンケート調査の実施 

子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」は、利用者

ニーズに応じた提供体制を確保するためのものであり、ニーズ把握・算出を行い、具体的な目標設

定を行う必要があります。また、「こども基本法」においては、子ども・若者に関する幅広い施策に

対し、施策の対象となる子どもや子育て当事者の意見を反映させるために必要な措置を講ずること

が求められていることから、令和７年度から令和１１年度までを計画期間とする「（仮称）高砂市こ

ども計画」策定の基礎資料とするため、下記の各種アンケート調査を実施することとなりました。 

 

１）調査概要 
 

調査種別 調査人数 抽出方法等 

１）子ども・子育て支援

に関する調査 

未就学児童の保護者 2,200世帯 
住民基本台帳より無作為抽出 

小学生児童の保護者 1,300世帯 

２）少子化等に関する調

査 

３）若者の生活に関する

調査 

市内の中学生 800人程度 
学年を設定し、 

学校経由にてＷＥＢ調査を実施 

市内高校に通う高校生 300人程度 
各学校から２クラスを抽出 

（クラスの生徒全員を対象） 

市内の 15～39歳 2,500人 住民基本台帳より無作為抽出 

４）ひとり親家庭の生活

と意識に関する調査 
ひとり親家庭 1,000世帯 児童扶養手当受給者 

５）関係団体等ヒアリン

グ調査 
市内の教育・保育事業者・関係団体 
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２）実施スケジュール（案） 

令和５年１０月３０日（月） 高砂市子ども・子育て・若者会議 

第１回若者部会 

１０月３１日（火） 高砂市子ども・子育て・若者会議 

第１回子ども・子育て部会 

    １１月 ７日（火） アンケート調査票確定 印刷依頼 

    １１月２８日（火）  校園長会 説明 

 アンケート調査票納品、各学校・園へ順次配布 

    １１月２９日（水）  郵送分送付 

１２月４日（月）～２２日（金）  アンケート調査 

令和６年１月～２月 アンケート調査 集計・分析       

    ２月上旬     第２回高砂市子ども・子育て・若者会議 

    ３月上旬   アンケート調査 結果報告書 

 

 

未就学児童の保護者・小学生の保護者へのアンケート調査 

実施時期：１２月４日（月）～１２月２２日（金） 

配布方法：幼稚園、保育所、認定こども園、各小学校を通じて調査対象者に配布 

市外へ通学・通園している児童・園児と在宅児童等については、郵送で実施 

 

中学生・高校生へのアンケート調査 

実施時期：１２月４日（月）～１２月２２日（金） 

配布方法：中学校、高校を通じて調査対象者に配布 

 ※中学生・高校生はＷＥＢ回答のみで実施のため、タブレット端末を利用し、ホームルームな

どで回答を依頼予定 

 

ひとり親家庭へのアンケート調査 

若者（１５～３９歳）へのアンケート調査 

実施時期：１２月４日（月）～１２月２２日（金） 

配布方法：対象者に対して郵送で実施 

発 送 日：１１月２９日（水） 

 


